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                   高知県立山田高等学校 

 

３月 20日以降の春季休業期間中における生徒のみなさんの活動について 

 

新型コロナウイルス感染症については、高知県内での感染者の増加は小康状

態にあるものの、依然として全国的に感染者の増加傾向は続いており、この後の

展開がどのようになるかわからない状況です。 

さて、本日付けで高知県教育委員会から、３月 20日（金）以降の春季休業期

間中における生徒のみなさんの活動について、次のとおり指示が出されました。 

 

１ 生徒の活動について 

(1) 臨時休業期間中は自宅学習期間としていましたが、春季休業期間中も、生

徒のみなさんは有意義に時間を活用してください。ただし、感染予防等に引

き続き気を配るようお願いします。 

(2) 春季休業期間中の部活動は、集団活動に伴う感染拡大防止の観点から、引

き続き当面の間は禁止します。なお、学校外において個人が行うトレーニン

グ等まで禁止するものではありません。 

 

２ 新年度に向けて 

新年度の始業式や入学式については、現在のところ、予定通り実施しま

す。 

なお、新年度に臨時休校を再び実施しなければならない状況となった場合

には、高知県教育委員会からの指示に基づき改めてお知らせします。 


